
 

 

事 務 連 絡 

令和３年７月 30日 

 

別記 御中 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

介護分野に係る事業分野別指針の一部を改正する件について（通知） 

 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

中小企業等の経営強化に関する基本方針（令和３年厚生労働省・経済産業省告

示第１号。以下「基本方針」という。）が本日告示され、産業競争力強化法等の

一部を改正する等の法律（令和３年法律第 70号。以下「改正法」という。）が令

和３年８月２日から施行されます。 

改正法の施行及び基本方針の制定に伴い、介護分野に係る事業分野別指針（平

成 28年厚生労働省告示第 284号）を別紙の通り改正し、改正法の施行の日（令

和３年８月２日）から適用いたしますので、十分御了知の上、貴会会員への周知

等を図っていただきますようお願いいたします。 

 

【別紙】 

「介護分野に係る事業分野別指針の一部を改正する件について（通知）」 

（令和３年７月 30日付老発 0730第１号厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名通知）  

  



 

 

（別記） 

公益社団法人 全国老人保健施設協会 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

日本介護医療院協会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

一般社団法人 全国デイ・ケア協会 

一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 

一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

一般社団法人  日本作業療法士協会 

公益社団法人  日本理学療法士協会 
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老発 0730 第１号 

令和３年７月 30 日 

各都道府県知事 

各市区町村長  殿 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護分野に係る事業分野別指針の一部を改正する件について（通知） 

 

中小企業等の経営強化に関する基本方針（令和３年厚生労働省・経済産業省告示第１

号。以下「基本方針」という。）が本日告示され、産業競争力強化法等の一部を改正する

等の法律（令和３年法律第70号。以下「改正法」という。）が令和３年８月２日から施

行されるところである。 

改正法の施行及び基本方針の制定に伴い、介護分野に係る事業分野別指針（平成28年

厚生労働省告示第284号）を下記の通り改正し、改正法の施行の日（令和３年８月２日）

から適用することとしたので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹

底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 

 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

改正法の施行及び基本方針の制定に伴い、介護分野に係る事業分野別指針の一部を改

正する。 

 

第２ 改正の内容 

改正法による中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）の改正を踏まえ、経営

力向上の事業を行う者について、「中小企業者等」から「特定事業者等」へ、規模の定

義の変更と合わせて用語を整理するほか、基本方針の制定を踏まえ、経営力向上に係る

指標について、定義を明確にする、各指標の目標伸び率を指標の一つとして追加する等

の所要の改正を行う。 

 

第３ 適用期日 

改正法の施行の日（令和３年８月２日） 






